
肺
炎
球
菌
の
予
防
接
種
は

お
済
み
で
す
か
？

保
健
医
療
課
医
療
予
防
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
５
５

　

平
成
28
年
度
に
肺
炎
球
菌
の
予
防
接
種

の
助
成
が
受
け
ら
れ
る
方
は
、
下
記
の
対

象
年
齢
に
該
当
し
、
３
月
31
日
ま
で
に
ワ

ク
チ
ン
を
接
種
す
る
方
で
す
。

　

こ
の
期
間
を
過
ぎ
て
も
予
防
接
種
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
接
種
料
金
は

全
額
自
己
負
担（
お
お
む
ね
８
千
円
程
度
）

と
な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

《
対
象
者
》

○
平
成
28
年
度
に
65
・
70
・
75
・
80
・

85
・
90
・
95
・
１
０
０
歳
に
な
る
方
（
右

下
の
表
に
当
て
は
ま
る
方
）

○
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、
じ
ん

臓
な
ど
の
機
能
に
障
害
が
あ
り
、
日
常
生

活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
方

※
過
去
に
肺
炎
球
菌
の
予
防
接
種
を
受
け

た
こ
と
が
あ
る
方
は
対
象
外
で
す
。

※
誕
生
日
を
迎
え
る
前
で
も
接
種
が
で
き

ま
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

定
期
的
な
点
検
を
！

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
24
時
間
休

ま
ず
我
が
家
を
見
守
っ
て
い
ま
す
が
、

い
ざ
と
い
う
時
に
正
常
に
作
動
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

本
体
に
ほ
こ
り
が
付
く
と
火
災
を
感

知
し
に
く
く
な
る
こ
と
や
、
誤
作
動
を

起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
乾
い
た
布

で
拭
き
取
る
な
ど
掃
除
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
古
く
な
る
と
電
子
部
品
の
寿

命
や
電
池
切
れ
で
火
災
を
感
知
し
な
く

な
り
ま
す
。
半
年
に
１
回
程
度
は
、
作

動
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

春
に
な
る
と
空
気
が
乾
燥
し
、
風
の

吹
く
日
が
多
く
な
る
た
め
、
火
災
が
発

生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
備
北
地
区
消

防
組
合
管
内
で
は
３
月
か
ら
４
月
に
か

け
て
山
火
事
が
多
く
発
生
し
て
い
ま

す
。

　

出
火
原
因
の
多
く
は
「
た
き
火
」
に

よ
る
も
の
で
す
。
山
火
事
は
ち
ょ
っ
と

し
た
不
注
意
か
ら
発
生
し
て
い
ま
す
。

火
の
取
り
扱
い
に
注
意
し
て
火
災
を
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。

庄
原
消
防
署　

☎
０
８
２
４
‐
72
‐
９
９
１
１

東
城
消
防
署　

☎
０
８
４
７
７
‐
２
‐
４
０
０
５

平成28年度　全国統一防火標語　『 消しましょう　その火その時　その場所で 』

　
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
や
火

炎
を
発
す
る
恐
れ
の
あ
る
行
為
は

誤
通
報
の
原
因
と
な
る
た
め
、
あ

ら
か
じ
め
消
防
署
に
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

春
の
全
国
火
災
予
防
運
動　

３
月
１
日
㈬
～
７
日
㈫

10年を目安に
交換を！

《
申
請
の
注
意
点
》

　

必
ず
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
申
請

は
保
健
医
療
課
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興

室
・
市
民
生
活
室
（
西
城
支
所
は
し
あ
わ

せ
館
）
で
受
け
付
け
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・
本
人
確
認
書
類
（
健
康
保
険
証
な
ど
）

・
印
鑑

《
接
種
料
金
》

○
一
般　

３
千
円

○
市
民
税
非
課
税
世
帯　

１
５
０
０
円

○
生
活
保
護
世
帯　

０
円

※
印
鑑
と
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

生
活
保
護
世
帯
の
方
は
、
被
保
護
者
証
明

書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

対象年齢 生年月日

65歳 昭和26（1951）年4月2日～昭和27（1952）年4月1日

70歳 昭和21（1946）年4月2日～昭和22（1947）年4月1日

75歳 昭和16（1941）年4月2日～昭和17（1942）年4月1日

80歳 昭和11（1936）年4月2日～昭和12（1937）年4月1日

85歳 昭和６（1931）年4月2日～昭和７（1932）年4月1日

90歳 大正15（1926）年4月2日～昭和２（1927）年4月1日

95歳 大正10（1921）年4月2日～大正11（1922）年4月1日

100歳 大正５（1916）年4月2日～大正６（1917）年4月1日
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